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第 13 回 まちだの新たな学校づくり審議会 議事録 
（第 13 回 町田市立学校適正規模・適正配置等審議会）  

  

  

開催日時 2021 年 3 月 26 日（金） 18：31～19：50 

開催場所 町田市役所市庁舎 10 階 10-2～5 会議室 

出席者 

(敬称略) 

委員 佐藤圭一、丹間康仁、遠藤誠徳、小﨑公平、安達廣美、中一登、武藤雄丈、

大石眞二、山口勝己 

事務局 北澤学校教育部長、小池指導室長、田中教育総務課長、是安教育総務課担当

課長、浅沼施設課長、田村学務課長、有田保健給食課長、林教育センター 

所長、 

（教育総務課総務係） 

鈴木担当係長、小形主任、中野主任、京増主任 

傍聴者 8 名 

審議内容 

「ゆくのき学園（大戸小学校・武蔵岡中学校）における審議会答申案につい

てのアンケート」について 

答申案の検討 

 

議事内容（敬称略） 

1 審議会 開会 

佐藤会長  皆様、こんばんは。今日は、お忙しい中、まちだの新たな学校づくり審議会にお集

まりいただき、誠にありがとうございます。 

 開会に先立って、出席委員の確認をいたします。町田市立学校適正規模・適正配置

等審議会運営規則の第2条では「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過

半数が出席しなければ、会議を開くことができない。」とあります。 

 本日の議事は、町田市立学校の新たな学校施設整備の基本的な考え方を含めた答

申案の調査審議を行うことから、臨時委員であります山口委員にもご出席を賜って

おります。ありがとうございます。 

 そのため、本日の審議会では、臨時委員を含む9名のうち、全員出席していること

を確認いたしましたので、第13回まちだの新たな学校づくり審議会をここに開会い

たします。 

 

2 配布資料の確認 

佐藤会長  それでは、審議に先立って配布資料の確認をいたします。次第に記載してある資

料に不足がある方はいらっしゃいますか。 

 

3 第11・12回審議会議事録について 

佐藤会長  それでは、次第の項番1「第11回・第12回審議会議事録の確認」について、事務

局から説明をお願いします。 

教育総務課担当課長 それでは、資料1及び資料2の内容についてご説明いたします。 

 資料1は、2021年2月8日に開催しました第11回のまちだの新たな学校づくり審

議会の議事録になります。 
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 また、資料2は、2月19日に開催しました第12回のまちだの新たな学校づくり審

議会の議事録となります。いずれの議事録も委員の皆様には事前に送付し、内容を

確認していただいておりますので、この場での確認は割愛させていただきます。 

 資料1及び2の説明は以上となります。 

佐藤会長  ありがとうございます。今、ご説明がありました資料1、2について、事務局から

説明があったとおり、各委員の事前確認がありましたので、この場での確認は割愛

させていただきます。 

 

4 小中一貫ゆくのき学園保護者実施のアンケート結果について 

佐藤会長  続いて、次第の項番2「ゆくのき学園（大戸小学校・武蔵岡中学校）における審議

会答申案についてのアンケート」についての確認をいたします。 

 小中一貫ゆくのき学園の保護者の皆様から、これまでの本審議会の調査審議の経

過をご覧いただき、保護者と教職員の会の皆様が中心となってアンケートを実施し

ていただき、その結果をお寄せいただいていると聞いております。 

 こちらにつきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

教育総務課担当課長 それでは、「ゆくのき学園（大戸小学校・武蔵岡中学校）における審議会答申案

についてのアンケートについて」ご説明いたします。 

 本審議会で審議しております大戸小学校が相原小学校に、武蔵岡中学校が堺中学

校に統合するという答申案に対し、小中一貫ゆくのき学園の保護者と児童・生徒の

間に動揺が広がっていることから、保護者と教職員の会の皆様が中心となって独自

のアンケートを実施し、その結果を99件、教育委員会にお届けいただきました。そ

の内容としましては、小中一貫ゆくのき学園を統廃合することに対して、小中一貫

教育のよさがあることや子どもたちへの負担が大きいこと、統廃合の検討を進める

ことについての周知の不足を感じることなどから、反対するご意見を多くいただき

ました。 

 このアンケートにつきましては、本審議会が本日最終回であることから調査審議

することが難しいため、審議会からの答申後、お寄せいただきましたご意見の内容

を踏まえて、教育委員会で計画の進め方を検討してまいりたいと考えています。 

 「ゆくのき学園（大戸小学校・武蔵岡中学校）における審議会答申案についてのア

ンケート」についてのご説明は以上となります。 

佐藤会長  ご説明、ありがとうございました。確認いたします。 

 ただいま事務局から説明を聞くと、小中一貫ゆくのき学園の保護者の皆様から、

反対されるお気持ちの強いご意見が届いていたと感じております。審議会も本日が

最終回で答申の取りまとめを行う回であるため、この場で審議することはできませ

ん。申し訳ありません。教育委員会においては、いただいた意見を踏まえて、推進計

画の進め方をぜひご検討していただきたいと考えます。よろしくお願いいたします。 

 

5 答申案の検討 安達副会長からご発言 

佐藤会長 続いて、次第の項番3「答申案の検討」について調査審議いたします。 
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 答申案については、第12回審議会において、これまでの調査審議内容を踏まえて

事務局から提案していただき、その案に基づいて調査審議を行いました。その際の

各委員のご意見、ご発言内容を踏まえて、事務局にて答申案を修正または追加し、本

日資料としてご準備いただいております。 

 それでは、答申案の調査審議に入りますが、その前に、私から答申のまとめ方につ

いて提案いたします。審議会は、先ほど申し上げましたように、本日が最終回である

ことから、皆様からのご意見をもとに本日中に答申をまとめたいと考えております。

ただし、審議の時間も限られておりますので、発言が細部まで固まらない場合には、

大変恐縮でありますけれども、私に文言の追加、修正等についてご一任いただきた

いと思います。皆様からのご意見を答申に反映させましたら、後ほど説明いたしま

す答申日までに皆様にご確認いただき、ご異議がなければその内容を答申とさせて

いただきたいと思います。 

 私から提案した答申のまとめ方にご異議ございませんでしょうか。 

各委員   「異議なし」の発言あり 

佐藤会長  ありがとうございます。それでは、提案させていただいた方法で答申をまとめて

いきたいと考えます。 

 これから、答申案の調査審議に入ります。 

 まずは事務局から、答申案の前回審議会からの修正箇所及び追加内容についてご

説明していただき、各委員のご意見を伺っていきたいと考えます。本日は安達副会

長が別の会議に出席されるために一時中座されます。 

そのため、最初に安達副会長からご意見をいただきたいと考えます。なお、安達副

会長には答申案について事務局から事前に説明していただき、第5章までの修正箇所

及び第6章についての提案内容にはご異議がないことを確認しております。よろしい

でしょうか。 

安達副会長  はい。 

佐藤会長  ですので、資料3、答申案の69ページにあります「おわりに」について、ご意見

を賜われればと思います。それでは、副会長、お願いいたします。 

安達副会長  改めまして、皆さん、こんばんは。副会長の安達と申します。 

 とにかく非常に密度の濃い審議会であったと思います。2019年から始まって、今

日まで都合19回行ってきました。 

この「おわりに」のまとめも読んでみますと、一語一句、あのときはこんなことが

あった、あのときはこうだったと、思い出すことがいっぱいありました。また、学校

の校長先生である委員の皆様が、現場サイドの目線でしっかりしたご意見を出して

いただいたことで、このような答申を打ち立てることができたと思います。 

これは感謝というか、感動しています。ただし、審議会が始まる前に、最初に審議

会の説明を受けたときに、果たして私はどこまで関与できるのか、どういった立場

で物事を判断し、受け答えしたらいいのかといろいろ考えさせていただきました。 

しかし、だんだん終わりに近づくにつれて、内容的にもかなり把握することがで

きました。そして、本当にすばらしいメンバーの中で、各委員からの話を聞きまし
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て、毎回の審議会で最終的に丹間委員にまとめていただき、それを会長が引き受け

て、さらにまとめていただくことで、すばらしい答申ができ上がったんじゃないか

なと、このように思っております。 

 本当に終わりの挨拶みたいな形になっちゃったんですけれども、しばしの間、中

座させていただくこと、大変申し訳ございませんが、御了承していただきたいと思

います。できるだけ早めに戻ってきたいと考えております。 

佐藤会長  安達副会長、ありがとうございます。何か審議会はこれで終わりという雰囲気が

漂ってまいりました。それくらい大変すばらしい、すてきなご意見でありました。そ

れでは、安達副会長はここで中座なさいます。 

 

6 答申案の検討 ①第1～5章 

佐藤会長  それでは、「答申案の検討」についての調査審議を続けます。事務局から、まずは

答申案の修正箇所について説明をお願いします。 

教育総務課担当課長 それでは、答申案についてご説明いたします。資料3になります。ご覧ください。 

 資料3は、前回の審議会において事務局から提案した答申案に対し、委員の皆様か

らいただいたご意見を踏まえ、第5章までについて修正を行い、「第6章」と「おわり

に」については、内容を記述したものになります。 

 まず、第5章までの修正した箇所についてご説明いたします。 

 資料3の3ページをご覧ください。第1段落で児童・生徒数の大幅な増加について

記載していますが、小・中学校それぞれの最も多かった人数を本文に記載したほう

がよいとのご意見がございましたので、2行目の中ほどから「小学生は1980年度の

約3.7万人、中学生は1985年度の約1.8万人」と追記いたしました。 

 続きまして、57ページの「い 候補地選定結果及び評価内容」をご覧ください。

表の右側、真光寺小学校の評価項目⑪の「配慮困難」という評価結果が、学校候補地

を選定する理由となりました。委員より、どのようなルールで候補地を決めていっ

たのかを明確に示しておく必要があるというご意見がありましたので、この項目を

グレーで塗りつぶしております。 

 61ページの大戸小学校と62ページの武蔵岡中学校についても同様に、評価項目

⑪「配慮困難」の部分をグレーで塗りつぶしています。 

 また、表のほかの項目において、空白となっていた部分がございましたが、評価し

た結果該当がない項目であったり、ほかの項目の評価結果を受けて評価しなかった

項目になりますので、その結果を記載するか、評価しなかった項目には「－」で記載

することで、空白をなくしております。資料3の第5章までの修正箇所については以

上となります。 

佐藤会長  ご説明、ありがとうございました。それでは、ただいまご説明がありました修正箇

所についてのご意見がある方について、本件につきましては挙手でご意見を伺いた

いと思います。ただいまの事務局からの修正箇所の提案についてご意見はございま

すか。ないようでしたら、第5章までの修正箇所については、事務局から提案のあっ

たとおりといたします。 
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7 答申案の検討 ②第6章 

佐藤会長 続いて、第12回審議会における委員の皆様からのご意見を踏まえて案を記載しまし

た第6章と「おわりに」について調査審議を行います。 

 まず、第6章について、事務局より説明を伺いたいと思います。事務局、お願いい

たします。 

教育総務課担当課長 答申案の第6章についてご説明いたします。資料3の66ページをご覧ください。 

 第6章の表紙になります。第6章のタイトルですけれども、「まちだの新たな学校

づくりの推進に向けて」としております。 

 1枚めくっていただきまして、67ページになります。 

 この推進計画は、児童・生徒数の減少と学校施設の老朽化が進行する10年後、20

年後に町田に生まれ育つ未来の子どもたちに、ソフト、ハードの両面からよりよい

教育環境をつくるためにの非常に重要な計画であることから、本審議会からの答申

後に教育委員会が推進計画を策定、推進するに当たって期待することについて、前

回審議会での委員の皆様からのご発言を踏まえ、全部で5項目にまとめています。 

 項番1は「新たな教育環境・生活環境の実現に向けて」です。 

 (1)は、「夢や志をもち、未来を切り拓く資質・能力を育む環境づくり」としており

ます。こちらは、第12回審議会で主に武藤委員からご発言いただいた内容を反映し

ております。 

 第1段落では、「社会環境の変化に対応して変わるべき学校の役割」があり、知識

の習得はこれからICTを活用した教育活動が優位になっていく想定について記載し

ています。 

 第2段落では、「社会環境が変化しても変えてはいけない学校の役割」があり、子

どもたちの人格が完成していく「場」としての学校の役割が特に重要であると記載

しています。 

 第3段落では、適正規模・適正配置を契機として、この学校の2つの役割を果たす

ために必要な新たな学校施設が整備されることで、未来の子どもたちのための環境

づくりが一層推進されることを期待することを記載しています。 

 続きまして、項番2「新たな通学区域の実現に向けて」です。 

 まず、(1)は「安全な通学環境の実現」です。こちらは、第12回審議会で主に遠藤

委員、丹間委員からご発言いただいた内容を反映しております。適正規模・適正配置

を契機とした新たな学校づくりにおいて欠かせないのが安全な通学環境の実現であ

り、今後、公共交通機関やスクールバスを利用した通学が増加することが想定され

ることから、交通事業者を含めた関係機関と学校、保護者、地域が連携して、安全な

通学環境を実現することを期待することを記載しております。 

 続きまして、（2）「特別支援学級への配慮」です。こちらは、第12回審議会で主

に武藤委員からご発言いただきました内容を反映しております。 

 第1段落では、小学校は42校から26校、中学校は20校から15校に減少するプロ

セスにおいて、特別支援学級に通学する児童・生徒への配慮も重要であると記載し

ています。 
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 第2段落では、特別支援学級に通学する児童・生徒の通学時間も長くなることから、

各校への特別支援学級の整備も含めた負担軽減を行うことを期待すると記載してお

ります。 

 続きまして、項番3「新たな学校施設整備に向けて」です。 

 まず、（1）「新たな学校施設整備とまちづくりの連携」です。こちらは、第12回

審議会で主に小崎委員、山口委員、丹間委員からご発言いただいた内容を反映して

おります。 

 第1段落では、新たな学校施設を整備するためには、「町田市立学校の新たな学校

施設整備の基本的な考え方」や「町田市立学校施設機能別整備方針」を策定するだけ

では十分ではなく、学校の教員や保護者、地域住民、児童・生徒の意見を取り入れて

学校づくりを行うプロセスをつくることが重要であることを記載しています。 

 第2段落では、このプロセスを町田市の行政が連携して進め、新たな学校づくりと

それを契機としたまちづくりが連携した取組となることを期待すると記載しており

ます。 

 続きまして、68ページになります。 

 （2）「新たな学校施設整備のPDCAサイクルの確立」です。こちらは、第12回審

議会で主に山口委員からご発言いただいた内容を反映しております。 

 第1段落では、新たな学校施設は整備して終わりではなく、現地調査やヒアリング

などを次の学校施設整備に生かし、必要に応じて整備方針を改訂するといったフォ

ローアップを続けることも重要であると記載しています。 

 第2段落では、整備方針を改訂しやすいよう独立させたので、新たな学校施設整備

のPDCAサイクルを確立させて進化を続けることを期待すると記載しております。 

 項番3の最後になります（3）「長期的な視点に立った新たな学校施設整備」です。

こちらは、第12回審議会で主に大石委員からご発言いただいた内容を反映しており

ます。 

 第1段落では、古い学校と新しい学校では同じ義務教育であるにもかかわらず施設

環境に違いがあるので、この課題を解決するために推進計画を策定することを記載

しています。 

 第2段落では、しかし、財政状況によって整備する学校施設環境に大きな差が生じ

ることがないように、「町田市立学校の新たな学校施設整備の基本的な考え方」や「町

田市立学校施設機能別整備方針」に基づき、長期的な視点から持続可能性のある学

校施設を整備することを期待すると記載しております。 

 続きまして、項番4「計画の着実な推進に向けて」です。 

 （1）は「柔軟性のある新たな学校づくりの推進」です。こちらは、第12回審議

会で主に大石委員からご発言いただいた内容を反映しております。 

 ここでは、本推進計画は2040年度に実現を目指す通学区域を示していますが、教

育環境がよくなることで、子育て世帯の移住が進み、年少人口が増える地区が現れ

る可能性もあるので、将来の状況に応じて、通学区域の組合せや新たな学校づくり

候補地を変更することができる柔軟性のある計画の推進を期待すると記載しており
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ます。 

 続きまして、（2）「丁寧かつ速やかな新たな学校づくりの推進」です。こちらは、

第12回審議会で主に小崎委員、安達委員、丹間委員からご発言いただいた内容を反

映しております。 

 ここでは、第1、第2段落で新たな学校づくりの理想を具体化するプロセスには困

難も予想され、特に現在、施設等が建設されていない候補地については、住民理解や

代替地の確保の検討も含めた市民の理解が必要なことから、丁寧かつ速やかな推進

計画の具体化に着手することを期待すると記載しております。 

 第3段落では、一方、学校統廃合の実施に当たって教育環境や学習集団の変化の影

響を受ける児童・生徒に対しての丁寧な配慮を期待すると記載しています。 

 最後に、項番5「廃校となる市立学校について」です。 

 まず、（1）「新たな学校づくりで生じる市立学校跡地の活用」です。こちらは、第

11回審議会での委員の皆様からの発言を反映しております。 

 学校は地域の核であり、市立学校跡地の活用は非常に重要な問題であることから、

「適正規模・適正配置を契機とした新たな学校づくり」と「市立学校跡地を活用した

新たなまちづくり」が相互に影響し合って相乗効果をもたらすことができるよう、

速やかな検討の着手と地域の実情に応じた丁寧な議論によって、市立学校跡地の活

用が具体化することを期待すると記載しております。 

 続いて、（2）「廃校となる市立学校に対する市民の思いの継承」です。こちらは、

第12回審議会で主に中委員からご発言いただいた内容を反映しております。 

 学校は教育機関としての使命だけではなく、多くの方の思い入れの非常に強い施

設であることから、廃校となる市立学校に対する市民の思い出や学校の歴史、教育

実践の蓄積が新たな学校に継承されることを期待すると記載しています。 

 第6章の説明は以上となります。 

佐藤会長  ご説明、ありがとうございました。それでは、第6章について意見交換をしたいと

思います。ここにつきましては、保護者代表、地域代表、教員代表、山口臨時委員、

最後に丹間委員の順番でご意見をいただきたいと思います。 

 まず、遠藤委員からよろしくお願いいたします。 

遠藤委員  第6章なんですけれども、僕たちが今まで話し合ってきたこと、思いという部分を

非常によくまとめられていて、全体的にいいなと思っています。 

 僕が一番声を大にして言ってきた安全についてなんですけれども、67ページの2

番目の項目の「安全な通学環境の実現」という部分にありますが、この文章の中に安

心という単語も加えたほうがいいのかなと思ったんですが、安心というのは安全に

比べて具体的に示すことが難しい部分でもあるのかなと思い、自分の中で納得しま

した。 

安全というのも追求していくこと、地域と市が連携してそうやっていくことが安

心につながっていくのかなと、自分の中で納得できたので、これがぜひ実現するこ

とを期待します。僕からは以上になります。 

佐藤会長  ありがとうございます。それでは、小﨑委員、お願いします。 
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小﨑委員  68ページ、項番4の「計画の着実な推進に向けて」の計画を実際に推進すること

は重要なところで、ずっと私が言ってきたことです。 

(2)の「丁寧かつ速やかな新たな学校づくりの推進」の中で、「丁寧かつ」、「丁寧な

配慮」と2度丁寧と書いてあるのですが、丁寧にするということからもう一歩入った

表現をぜひ取り入れたらいいんじゃないかなと思っております。今回の答申では3か

所で現在学校が建っている場所とは全く違うところに新しくつくろうという案を出

しているわけです。こういったときに、計画段階で色々な立場の地域住民から寄せ

られる意見などをちゃんと受け止めてやらないと、反対運動になってしまう可能性

もすごくあると思うんです。 

そういった公共性の高い事業をやるときに、手法として住民参画型、市民参画型

というプロセスが取り入れられていることが最近の流れであると思います。地域住

民とよく話し合う、よく考えるということで、PIプロセスと言われていたりします。

パブリック・インボルブメントという手法で、日本語訳では住民参画、市民参画とい

うようなことです。 

手元の資料を読ませていただきますが、PIプロセスは、計画の早い段階から市民参

加の導入を図り、計画決定プロセスの透明性、客観性を高め、公正な判断を行うこ

と、道路計画に市民との意見を反映する手続を定め、よりよい計画づくりに資する

こと、公益的な視点で計画の必要性の判断を行った後に、公共性と市民等の利害を

調整するという段階的な手続きを構築し、計画決定プロセスを効率的に進めること

を目的としています。 

これは道路計画で使っている手法を記載した資料の文言をそのまま読んでいます

けれども、新しい学校をつくるときに市民の方を広く入れて、早い段階からどうい

った建物がいいかとか、どういう風景がいいかとか、どういう機能がいいかという

ことをしっかり話し合って、市民が理解をしたうえで計画を立てるというプロセス

にすることが、やはり公共性の高い、特に新しい学校をつくるときに重要なのでは

ないかというのが、この審議会でもずっと言われてきたことだと思うんです。 

ですから、ここには具体的に、「丁寧かつ」とか、「慎重な」とか、「配慮」とかの

文言だけで説明するんじゃなく、もう一歩入って「参画する」というような形の言葉

を入れたらいいかなと思っています。 

 具体的には、この項目の後半の部分で、「代替地の確保も含めた住民の理解が必要

なことから、計画段階から住民が参画するパブリックインボルブメント（住民参画）

の手法を取り入れた計画を行うことが重要であり、優先順位の高い通学区域を含め、

速やかに推進計画の具体化に着手することを期待します」というような形で、細か

い文案はお任せしますが入れてはどうか、という意見を述べさせていただきます。 

佐藤会長  ありがとうございました。それでは、中委員、お願いいたします。 

中委員  先ほど、小﨑委員から話がありましたけれども、このPI手法をぜひ記入していただ

いて、みんなが分かりやすく、住民を含めて参加しやすくなればいいなと、こういう

ふうに思っております。 

 それともう一つ、新しく学校ができることはいいんですけれども、いわゆる廃校
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になる学校を私も町田に来てから何校か知っていますけれども、本当に校名までな

くなってしまうと、やはりそこの卒業生、あるいは出身者が少しさびしい思いをし

ますので、何とかそういう部分では校名なり、あるいは歴史といいますか過去の部

分もしっかり残し、継承していくことが大切だろうなと、こういうふうに思います。 

佐藤会長  ありがとうございました。それでは、武藤委員、お願いいたします。 

武藤委員  今、中委員がお話になりました廃校となる学校があるということを考えますと、

実際にこの取組が始まるとなると本当につらいところが出てくると思います。 

しかし、このまちだの新たな学校づくり審議会という会議に携わらせていただく

ことで、現場の校長としてこういう学校が欲しい、ということを考えるよい機会を

与えていただいたと感謝しています。 

そこで考えたときに、一定の広さ、一定の人数、児童・生徒数がなければ、つまり

ゆとりと競争がなければ、子どもたちの成長にとってやはり有益ではないという思

いがあります。自分自身、全校規模が250人くらいの学校と750人くらいの学校を

両方経験させていただいて、その中で校長という仕事をしてきたときに、小さな学

校にもよさはある、大きな学校にもよさはある、だけれども、これからの時代を考え

たときに、やはり小さ過ぎては厳しいのではないかということを個人的には感じて

います。 

 児童・生徒数がどんどん減少していって、町田市内は学級数の少ない学校が増え

ています。そのときに、これからの学校のあり方について、何を基準に考え、どうい

うふうにしていったらいいのかということを考えていたのですけれども、実際に自

分の学校に通ってきている保護者の方、自分の学校がある地域の方の声を日々聞い

ていると、学校を統廃合するという方向に動いたときには、校長としては断腸の思

いで、何を目的として統廃合を行うのか、ということをやっぱり言っていかなくて

はいけない時が将来くるのかなということを考えますと、本当に辛いです。 

それでも子どものため、子どもの成長を考えたときに、やはり学校には一定の広

さ、一定の人数が欲しい、そして、何よりも時代の変化に対応できる新しい校舎が町

田の子どもたちにとって必要なのだなということを考える、検討するよい機会を与

えていただいたと思っています。これから実際に計画を推進するのは私たちではな

いのですけれども、第6章にまとめられている意見というのは、私たちの気持ちがし

っかりと反映されたものになっていると思います。ぜひこれを反映させた学校づく

りが今後進むことを祈っています。 

佐藤会長  ありがとうございました。大石委員、お願いします。 

大石委員  この2ページに限って言えば、やはり項目1(1)の「夢や志をもち、未来を切り拓く

資質・能力を育む環境づくり」が一番大事なのかなと思います。やっぱり未来志向で

の新たな学校づくりと言った場合、未来をつくっていくのは子どもたちですから、

その子どもたちにとっていかにすばらしい環境を残していくのか、つくっていくの

か、そういう視点がきっちりとここで述べられているなと思います。よく事務局で

まとめていただいたと感謝申し上げます。 

 それから、先ほどの小﨑委員のご意見に関しましては、プロセスが大事だという
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のは確かであり、いろいろ住民の意見、あるいはその他識者の意見を反映させてい

くという方法はあろうかと思いますので、そのことについて記載されている、3の(1)

の2行目の「新たな学校施設を整備する」の前に、例えば、PI手法などというような

一言を入れることによって、それを視野に入れておくということが打ち出せるのか

なと思います。 

 また、先ほど武藤委員がおっしゃっていたように、私も自身の勤務校が統廃合の

検討対象になってしまうということで、非常に断腸の思いでこの19回目の審議会に

参加させていただいておりますけれども、やはり大事なのは未来であるので、いろ

いろなしがらみだとか過去にとらわれているのではなくて、新しい未来を築いてい

くために何が一番大事なのかという視点を持つことが必要だと、私も校長として感

じております。ありがとうございます。 

佐藤会長  ありがとうございました。山口委員、お願いします。 

山口臨時委員  私は、学校施設整備の面で審議に参加させていただいていますけれども、こちら

の第6章に関して、交番1(1)の第2段落で、学校の「場」としての役割を再確認して

いるところが非常にすばらしいのかなと思いました。このような時代でも、集団で

話合い、切磋琢磨し、励まし合いながら、社会性、人間関係を形成する力が身につ

き、人格が完成していく「場」としての学校の役割が重要だというところ、それが将

来にも変わらないであろうということが確認されているというのが、この中ですば

らしい点だと思いました。 

 施設に関しては、前回、私が発言した内容になりますが、3(1)の学校づくりの仕

組み、プロセスの部分が取り入れられていること、それから同じく3の(2)でつくっ

た後のフォローアップと維持管理の部分がしっかり明記されているということで、

非常によい第6章のまとめになっているかと思います。 

ここに記載されていることが、この後きちんと守られて進んでいけば、すばらし

い学校施設ができるのではないかと思いました。 

佐藤会長  ありがとうございました。丹間委員、お願いします。 

丹間委員  大きく3つございます。1つ目は、67ページの大きな1と2に関わるところです。

先ほど武藤委員が、今回の審議会をとおして、こういう学校がほしいということを

改めて考えることができたとおっしゃっていましたが、まさにそのとおりだと感じ

ました。この新たな学校づくりということを考える、それを契機にして、子どもたち

の教育環境をいま一度確かめて、よりよくしていこうという思いをここに反映する

ことができたのではないかと思います。 

どうしても学校というと、そこに学校がもともとあって、子どもたちは6歳になっ

たら、あるいは12歳になったらその学校に入学していく、また先生方からしても、

もともとある学校に赴任されていくという形になるかと思うんですけれども、そう

ではなくて、この審議会では、やっぱりこういう学校のほうがいいよねということ

を、それこそ大石委員もおっしゃっていた未来志向で考えることができたのではな

いかと考えています。 

 その中で、教育環境ということももちろんですけれども、1にありますように、学
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校での生活環境にも目配りをしました。さらに、2になりますけれども、通学環境で

す。子どもたちは自宅から学校まで毎日通いますので、学校までの通学環境につい

ても確認して、それを遠藤委員がおっしゃったように、安全なものにしていこう、そ

ういったこともこの新たな学校づくりを契機にしていくことができれば、それこそ

安全が安心につながっていきます。さらに、そうした安心というのが、先ほど山口委

員が1の(1)の2段落目を読み上げられましたけれども、そういった学校という学び

の場をつくっていく、そして、それが子どもたちにとって毎日通いたくなるような

場所になればと考えているところです。 

 大きな2つ目は、3と4に関わるところです。学校と地域の関係についてです。や

はり学校づくりとまちづくりは関連していますので、それらが共創していく、共に

創造していければいいなという考えがあります。 

その際には、先ほど小﨑委員からもご提案がありましたけれども、市民参画、市民

の参加を得ながら進めていく、あるいは市民と行政が協働で、コラボレーションで

進めていくということが非常に大事だと、私も同じように考えております。 

そのためにはどうしたらいいかというと、4の(2)で「丁寧かつ速やか」と書いて

あるんですけれども、これはもう少し細かく言うと、丁寧に進めていく、丁寧なプロ

セスで進めるために、早めに着手するということだと思います。 

現時点でも、直前の第5章、63ページから64ページまでで統合可能年度というの

を書いておりますけれども、この年度になったら検討を始めるというのでは当然遅

いわけです。未来を見据えて、審議会でも20年先を見て優先順位を検討してきまし

たので、なるべく早めに問題意識を持って計画に着手して、丁寧に進めていく余裕

を持たせることが大事だと思います。慌てて進めて丁寧にできないということがな

いようにしていただきたいと考えているところです。 

 さらに、市民参画が重要なのは、これは学校づくりに参画してもらうということ

ももちろんなのですけれども、学校は、つくる期間よりもつくってからの期間のほ

うがずっと長いわけです。ですから、学校が完成したら終わりではなくて、学校がで

きてからの子どもたちの学びを豊かにするプロセスにも、ぜひ市民の方たちに参加

していただいて、地域とともにある学校づくりを進めていただくことが大事だと考

えています。 

先ほど中委員から、学校がなくなるとさびしい思いをするというご意見がありま

した。もちろんそのとおりだと思うんですけれども、さびしいで終わりにするので

はなく、その思いを未来志向で学校ができてからの教育への参加につなげていただ

けたらと考えております。 

 最後3つ目は、5に関してです。これも同じことになるんですけれども、やはり学

校というのは、子どもたちの教育の場である、これが基本です。しかし、学校に対し

て市民の方々が本当に熱い思いを持っていることが、今回の審議会でもよく理解で

きました。ですので、そういった市民の思いを、やはり過去へのノスタルジーで終わ

らせるのではなくて、未来の子どもたちへの希望として、子どもたちの豊かな学び

をつくり出すことにつなげていただきたい。そんな思いが特に5の最後、市民の思い
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の継承というところです。これは、教育実践の蓄積を未来につないでいくことも含

めて、新たな学校に継承していく、そのようなことが大事になると考えました。 

佐藤会長  ただいま、各委員から極めて客観的、そして建設的、含蓄のあるお言葉をいただき

ました。感謝いたします。 

 ほかに意見のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。ないようでしたら、

皆様からのご発言を踏まえて答申としてまとめていきたいと思います。 

 

8 答申案の検討 ③おわりに 

佐藤会長 続いて、「おわりに」について、事務局より説明をお願いしたいと思います。 

教育総務課担当課長 それでは、答申案の「おわりに」についてご説明いたします。 

 資料3の69ページをご覧ください。 

 「おわりに」では、今年度の審議会の審議経過や審議に当たって大切にしてきたこ

と、これからの町田市の教育環境に対する期待などを、これまでの審議会における

委員の皆様のご意見を踏まえまとめましたので、ご提案いたします。記載内容につ

きまして、段落ごとに説明いたします。 

 第1段落では、本審議会が2019年度から設置された審議会で、2019年8月から

2021年3月に至るまでの1年8か月において、通算で審議会19回、検討部会12回

の調査審議を重ねてきたことを記載しています。 

 第2段落は、本答申では、町田に生まれ育つ未来の子どもたちにどのような学校施

設環境をつくるのか「新たな学校施設機能の基本的な考え方」において示し、その新

たな学校づくりを実現する手段として、2040年度に実現することを目指す「新たな

通学区域」において、小学校を42校から26校、中学校を20校から15校とする案を

示したことを記載しています。 

 第3段落では、私たち審議会が特に大切にしてきたのは、保護者や地域、教員の皆

様のご意見をよく聴き、できる限り調査審議に反映することであったと記載してい

ます。 

 第4段落では、学校は、児童・生徒とその保護者だけではなく、卒業生や学校を支

えてきた市民、そして教育活動に携わってきた教職員の思い入れの非常に強い施設

であることから、「新たな通学区域」において、学校統廃合時における新たな学校づ

くり候補地を検討することは大変な重責であったことを記載しています。 

 第5段落では、その重責を果たすためには、より丁寧な調査審議を行う必要がある

ことから、あらかじめ新たな通学区域（アンケート調査案）を編成して調査・意見募

集を行い、その結果を基に具体的な通学区域の審議を行うという前例のない方法を

採用したことを記載しています。 

 第6段落では、調査・意見募集終了後にお寄せいただいたご意見についても、本審

議会で取り上げるために調査審議の順序を入れ替えて、アンケート調査案よりも課

題解決に資する提案につきましては、答申に取り入れてきたこと、また、地域の状況

を把握するために、委員独自に現地調査を行うなど精力的な活動を行ったことを記

載しています。 
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 第7段落では、調査・意見募集でいただいたご意見の中では、学校統廃合に反対さ

れる方々もおられましたが、そのご意見を掘り下げると、賛成、反対という立場の違

いはあっても「町田に生まれ育つ未来の子どもたちによりよい教育環境をつくりた

い」という意識は共通していることを確認し、そのご意見も尊重しながら審議を行

ってきたことを記載しています。 

 第8段落では、学校統廃合を目的とするのではなく、学校統廃合を契機に、未来の

町田に生まれ育つ子どもたちが毎日通いたくなる新たな教育環境をつくり出した

い、子どもの教育を重視する子育て世帯が町田に住みたくなる新たな学校づくりを

したいという前向きな議論を交わしてきたことを記載しています。 

 第9段落では、この適正規模・適正配置を契機とした新たな学校づくりによって、

未来の町田に生まれ育つ子どもたちの教育環境が新たに生まれ変わることや、新た

な学校づくりのプロセスが学校、保護者、児童・生徒、地域、行政が一体となった地

域ぐるみで実現することを願ってやまないことを記載しています。 

 第10段落では、少子化によって1人の子どもを見守る大人の数がより多くなる時

代において、大人たちの立場や意見は異なっても子どもたちを一緒に見守っていけ

る体制の整備や活動が充実することを願っており、1校目の新たな学校が建設される

のをきっかけに、新しい学校づくりの輪が広がるのを心待ちにしたいと思うことを

記載しています。 

 そして、最終段落では、審議会及び検討部会が実施したアンケート調査及び意見

募集に、賛否両論を含めて熱意のあるご意見をいただいたことで、私たちの審議が

より活発なものになったことに対し、保護者の皆様、市民の皆様、教員の皆様に改め

てお礼を申し上げると記載しています。「おわりに」の説明は以上となります。 

佐藤会長  ご説明、ありがとうございました。それでは、今ご説明ありました「おわりに」に

ついて意見交換をしたいと思います。これまでと同じく遠藤委員から、順番にお願

いします。 

遠藤委員  今までの経過やこの審議会で大事にしてきた思いというのがよくまとめられてい

て、非常にいいものができたなと思います。ありがとうございます。 

 こうやって文章の中で、小学校は42校から26校、中学校が20校から15校になる

という数字を目にしてしまうと、僕自身、町田生まれの町田育ちの町田っ子として

は、いろいろ思ってしまう部分は多くあります。 

けれども、今の児童・生徒のある意味町田っ子としての先輩でもあるので、その先

輩として、後輩たちに何を残すことが大事なのか、親として大事なのかと考えたと

きに、今まで議論してきたようなよりよい環境の中で教育を受けてほしいという、

それを非常に上手にまとめられているので、この思いがちゃんと書かれているので、

非常にいいものが最後に残せたのかなと思うので、よかったと思います。 

自分の母校が実際なくなってしまうのはさびしいんですけれども、後輩である未

来の子どもたちのためにどういったことが大事なのかというのを改めて考えさせら

れた、自分の中で納得できる議論がいろいろできたので、非常に有意義な時間でし

た。ありがとうございます。 
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佐藤会長  ありがとうございます。小﨑委員、お願いします。 

小﨑委員  この「おわりに」の文章を読んでいると、もう本当にノスタルジックというか、長

いこと取り組んできた色々なことが思い出されて、すばらしい文章になってると思

います。 

 この文章の中の一つ一つの文言というのは、私たち、特に私にとっては、あの時に

あんな議論やこんな議論をした、ということが本当に思い出される一行一行なんで

すけれども、それが「おわりに」だけ読んで皆様に伝わるかな、というちょっと心配

もあります。最後に「全19回の議事録もお読みください」と追加していいかなとい

うくらい、最後の答申にまとめる小冊子の中には語り切れていないプロセスが議事

録にはありますので、今後も新しい学校づくりをするときに読み返してくれると、

本当にいいなと思いました。感想になってしまいました。いいと思います。 

佐藤会長  中委員、お願いします。 

中委員  大変立派な文章をつくっていただいて、ありがとうございます。これは審議に参

加した全ての人たちの意見が集約されていまして、本当にこれを全部読むと、2年近

い月日が思い出されてきます。 

 1つ私が気になっているのは、「そして1校目の新たな学校が建設されるのをきっ

かけに」という文章です。読んだ人は恐らく、この1校目というのがどこになるのか

気になってしまうので1校目というのは要らないんじゃないかと思います。 

色々な立場の方から様々な意見が出るのはいいんですけれども、統廃合と言った

ら即廃校だとか、どこかに統合されるとか、こういう言葉だけがどんどん広がって、

もう反対か賛成かという状況にもなってきて、住民が和やかといいますか、冷静に

話し合うという雰囲気にならなくなるようなこともあると思います。 

ですから、この1校目という記載も、書くことでどこが1校目になるのかという話

になってくる可能性があるので、1校目という記載は外したほうがいいのかなと、こ

ういうふうに思いました。 

佐藤会長  「1校目」という記載についてご意見がございました。武藤委員、お願いします。 

武藤委員  やはり3段落目ですとか、8段落目でしょうか、自分たちが大切にして審議を行っ

てきたこと、本当にいろいろな方の声を聞いて、そして、自分たちはこういう思いで

やってきたということをここに書いていただいています。本当にそのとおりのこと

を書いていただいているのですが、広報活動は多分難しいのだろうなと思います。 

これだけアンケートを、皆さんに2通りのやり方で示して、2回、3種類、声を聞

くことをしたけれども、それは市民全体には多分届いていないだろうし、私たちが

こういう思いでいると思っていても、私たちの思いは具体的な当事者の立場に立っ

てみたら、なかなか届かないのかもしれない。そう感じつつも、それでも自分たちは

こういうつもりでやってきましたということが書かれているこの文章に関して、私

はこのままで全面的に賛成したいと思っています。ありがとうございました。 

佐藤会長  ありがとうございます。大石委員、お願いします。 

大石委員  私も2年間にわたって、この審議会委員をやらせていただきましたけれども、昨年

度の答申のときには、「はじめに」、「おわりに」というのは短いほうがいいんだと申
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し上げた記憶があるんですけれども、やっぱり2年目になると、この「おわりに」と

いうのに事務局の方の本当に血のにじむような努力の跡が見えて、本当だったら50

ページぐらいになっているのを1ページに収めたんだなと思います。 

 ただ、先ほど武藤委員がおっしゃったように、我々学校も学校公開ということで

いろいろな形で情報発信をしているんですけれども、常に地域や保護者の方からは、

学校は情報を公開していないと言われてしまいます。 

本当に丁寧に審議をしてきたという思いはあるんですけれども、基本的に行政だ

とか、あるいはホテルなんかもそうですけれども、サービスマネジメントというも

のはマイナスのイメージから来ているので、それを凌駕するような発信をしていく

ということが必要だなと感じます。 

ですから、答申をホームページに載せるときにも、すぐにそれにたどり着けるよ

うな工夫をするとか、そういった形できちんとやっていますよということを、これ

だけ苦労して、血のにじむような思いで事務局の方がここまでこぎ着けてくださっ

たので、それが何か伝わらないということがないようにしていただければと思いま

す。感想ですみません。 

佐藤会長  山口委員、お願いします。 

山口臨時委員  私は、審議会のほうは臨時委員として3回だけの出席でしたので、「おわりに」を

読んでちょっと第三者的な感想になるんですけれども、適正規模・適正配置という

非常に重要な問題に関して、いかに丁寧に取り組んできたかというのが読み取れる

文章で、大変いいかと思います。確かに統廃合に賛成、反対という意見はあるとは思

うんですけれども、審議会で非常に丁寧に議論をした結果であることがきっちりと

分かる文章なので、大変いいかと思います。 

佐藤会長  ありがとうございます。丹間委員、お願いします。 

丹間委員  大きく2つございます。1つ目は、先ほど山口委員も丁寧に審議会をしてきたとい

うことをおっしゃったんですけれども、その丁寧な審議を後押ししてくださったの

が、やはりアンケート調査及び意見募集だったと感じております。 

今回の答申も非常に分厚いものになるんですけれども、それ以上に分厚かったの

がこの調査・意見募集報告書でした。そのように考えたときに、やはりこの「おわり

に」の5段落目、6段落目、それから11段落目にもありますように、このアンケート

調査や意見募集の結果を見まして、市民の方々、保護者の方々、そして学校の先生

方、それらの方々の非常に「熱意あるご意見」と書いてありますけれども、それは教

育に対する思い、あるいは学校に対する思い、そして子どもたちに対する思いが、本

当に多様なものだと分かりました。 

これは立場ごとに違うというよりも、同じ立場でも様々な意見があるということ

だったと思います。そういった様々な意見に後押しされてこの審議会は議論してき

たんだということを、改めてここで、「おわりに」のところで確認したい。 

特に自由記述で答えていただく設問もありましたので、事務局にまとめていただ

くのも大変だったんですけれども、ご回答をいただくのにも皆さんに時間を使って

書いていただいたものですから、本当にそういう熱い思い、強い思いをぜひ子ども
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たちの未来につなげていくということを、この計画の実現の中でやっていかなくて

はいけない。そういうところにも大きな責任があると感じております。 

 2つ目は、主に7段落目と8段落目のところです。先ほども中委員から、情報の伝

わり方によっては地域に混乱が生じたり、あるいは亀裂が生じたりしてしまうこと

もあるので気をつけなければならないというお話がありました。やはりそういった

教育、学校、子どもたちに対する思いは、皆さんそれぞれに非常に強いものがありま

すので、強いがゆえに、ぶつかってしまうということもあると思います。 

ただ、いろいろな立場、意見の違いはあっても、それぞれを突き詰めて掘り下げて

いくと、やはり子どもたちの教育のためだというところで共通部分を見つけること

もできる、そんなこともこの審議会で確認してきたと思います。審議会自体も、学校

統廃合ということを包み隠すのではなくて、それも一つの手段だということで、未

来志向で前向きに議論を交わしてきました。ですので今後、これをそれぞれの地域

に持っていって議論していく際にも、ぜひ未来志向で前向きに、そして思いの共通

する部分を見出しながら進めていただければと考えているところです。 

佐藤会長  ありがとうございます。ほかに意見のある方はいらっしゃいますか。それでは、皆

様からのご発言を踏まえて答申としてまとめていきたいと考えます。 

 

9 答申案の検討 ④推進計画の名称 

佐藤会長  それでは、答申案の検討の最後に、「推進計画の名称」について意見交換したいと

思います。まずは事務局からご説明をお願いします。 

教育総務課担当課長 それでは、推進計画の名称についてご説明いたします。 

 資料3の表紙をご覧いただければと思いますが、第12回審議会における委員の皆

様のご意見を踏まえまして、推進計画の名称は、シンプルにこれまで使用してきた

名称から（仮称）を取って「町田市新たな学校づくり推進計画」とすることを提案い

たします。 

 また、これまで審議会では一貫して、未来のまちだの子どもたちのために夢や希

望を育むことができる教育環境を実現するという気持ちを委員の皆様と共有し、審

議をしてきたことを表現できるサブタイトルをつけたほうがよいとのご意見がござ

いましたので、町田市の教育目標でもあります、「夢や志をもち、未来を切り拓く町

田っ子を育てるために」を、本審議会の答申のサブタイトルとすることを提案いた

します。推進計画の名称についての説明は以上です。 

佐藤会長  ご説明、ありがとうございました。それでは、「推進計画の名称」について意見交

換をしたいと思います。いつもすみませんが、遠藤委員からお願いします。 

遠藤委員  僕は、このサブタイトルがついたことによって、この計画が前向きなものなんだ

と伝わりやすくなったので、これでよろしいかと思います。 

佐藤会長  小﨑委員、お願いします。 

小﨑委員  事務局の提案どおりでよろしいかと思います。 

佐藤会長  中委員、お願いします。 

中委員  事務局の提案どおりでよろしいかと思います。 
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佐藤会長  武藤委員、お願いします。 

武藤委員  私も事務局の提案どおりでいいと思います。 

佐藤会長  ありがとうございます。大石委員、お願いします。 

大石委員  このとおりでお願いします。 

佐藤会長  山口委員、お願いします。 

山口臨時委員  私も事務局の提案どおりでよろしいと思います。 

佐藤会長  丹間委員、お願いします。 

丹間委員  提案どおりでお願いします。 

佐藤会長  ありがとうございました。 

 それでは、推進計画の名称はこれまで使用してきたものから「仮称」を取った「町

田市新たな学校づくり推進計画」とし、今、皆さんのご意見のとおり、サブタイトル

として「夢や志をもち、未来を切り拓く町田っ子を育てるために」をつけることとい

たします。よろしいでしょうか。 

各委員   「異議なし」の発言あり 

 

10 答申日概要＋推進計画策定に向けて 

佐藤会長  これで本日の議事は終了となります。 

 最後に、「答申日の概要」について説明をお願いします。 

教育総務課担当課長 答申日の概要についてご説明いたします。 

 これまで調査審議いただきました審議会答申につきましては、今日の審議会で皆

様からいただいたご意見を反映しまして、現在日程を調整中でございますが、2021

年4月中旬に、本審議会を代表して佐藤会長から教育委員会に対して答申いただく予

定でございます。答申日の概要については以上です。 

佐藤会長  ありがとうございました。答申については現在日程調整中ですが、4月中旬頃に教

育委員会へ答申するとの説明が今あったところでございます。 

 さて、2020年度の審議会では、2020年3月に教育委員会で決定した「町田市立

学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方」に基づく「町田市立学校の新たな通学

区域のあり方」と、「町田市立学校の新たな学校施設整備の基本的な考え方」を調査

審議してきました。 

答申以降については、教育委員会において推進計画を策定するものとなりますが、

推進計画の策定に当たっては教育委員会の方にぜひご考慮していただきたいことな

どについて、皆様からのご意見をいただき、教育委員会には審議会委員の皆様から

の気持ちも酌みながら策定していただきたいと考えております。 

 それでは、まず遠藤委員から、ご意見を一言ずつお願いしたいと思います。 

遠藤委員  2年間ずっと携わってきて、未来の子どもたちのためにどういう教育環境がいいか

ということをいろいろ考えてきましたが、実際に統廃合になってしまう学校が出て

くるのも事実であって、そこに対する思いというのはすごく大事にしてきたことで

もあります。 

細部にわたって色々と大事にしてきたことを、大切にしてきた結果がこれなんだ
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ということを、ぜひ胸にとどめておいてほしいなと思います。 

佐藤会長  小﨑委員、お願いします。 

小﨑委員  この審議会は、2019年の当初、学校の適正規模・適正配置は何のためにやるのか

というところから始まったかと思っています。子どもたちのためというのはもちろ

ん、保護者のこと、そして学校の先生の幸せもなくてはいけない。そして、地域の人

たち、ボランティアの方、関わる全ての人たちの幸せがあって初めていい学校がで

きるんだというところからスタートしたと思っています。 

それが最後までずっと一貫してくる中で、アンケートで市民の意見を聞くことで

あったり、学校施設はどのようなものが必要かなど、新たなテーマを考える検討部

会ができたりしていったと思います。子どもたち、保護者、学校の先生が本当に幸せ

になる学校をぜひつくっていただきたいなと思います。 

佐藤会長  中委員、お願いいたします。 

中委員  これが答申されるわけですけれども、20年後、30年後にもこの答申が生きたもの

であればいいのかなと思います。私がそのときにいるかどうかは分かりませんけれ

ども、しっかり今後も見届けていきたいなと思っています。以上です。 

佐藤会長  武藤委員、お願いします。 

武藤委員  この審議会で話をする中で、現場の一校長としては、実は本当にこんなことがで

きるのかなという正直な気持ちを持ちながらやっておりました。 

山口臨時委員が部会長となった検討部会の描いていただいた学校の施設設備は本

当にすばらしくて、こういう学校ができたら働く教職員は本当にうれしいだろうな

と思いますし、町田市全体のことを考えても、市内の各地でいろいろな住民感情が

あるのも、42校の小学校の校長先生方の声を聞いていると感じます。 

そこを本審議会の答申どおりに進めていけたら理想だなと思っています。そこを

この先は教育委員会が具体的な形に移していかれると思うのですけれども、ぜひ審

議会で出てきたものを忘れずに頑張っていただければと思っております。 

佐藤会長  大石委員、お願いします。 

大石委員  実は、私の勤務している町田第三中学校には、相談学級という不登校の生徒の特

別支援教室がございまして、33年の歴史につい先日ピリオドを打ち閉級になりまし

た。3年生が先にお別れの会という形の卒業式をやりまして、2年生がまだ残ってい

ましたので、それは修了式という形で行いました。実際には閉校式のような形で2回

生徒たちとの交わりを持ったんです。 

本当にいい子どもたち、すばらしい子どもたちで、何で不登校にならなきゃなら

なかったんだろうなという思いにさせる子どもたちでした。その子たちが中学を卒

業してから戻ってくる場所がないんだなというのを、やっぱり相談学級の教員は一

番、ふびんに思っているというか、苦しいと申しておりましたけれども、私も同じ気

持ちなんです。 

ただ、意外に子どもたちはすごく前向きで、ここに来られて本当によかった、それ

が私は一番大事なのかなと。思い入れのある場所がなくなってしまうということは、

私のような年寄りにしてみれば、それはノスタルジーというか、非常につらいこと
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なんだけれども、大人だとか、年配者の考えではなくて、やっぱり若い者の感覚を大

事にしていく必要があるのかなと感じております。 

 先ほどの第6章でも私の意見を採用していただいていますけれども、当然、これか

ら財政は厳しくなっていくと思います。ぜひ尻切れとんぼにならないように、お金

がなくなったから壁の色はそのままになってしまうとか、そんなことがないように

していただいて、なぜできないかじゃなくて、どうやったらできるかという視点を

ぜひ持っていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

佐藤会長  ありがとうございました。山口委員、お願いします。 

山口臨時委員  施設の整備方針に関しては、この統廃合をきっかけにすばらしい学校を建てると

いう、特に面積関係に関して町田市の覚悟を感じました。本当にこういうふうに教

室などを広げることを文章として盛り込んでも大丈夫かと伺いましたが、広げてい

きたいと強く表明していただきましたので、恐らく建て替えた学校に関しては非常

に評判のいいものができて、廃校になった学校の方も新しい学校に通えば、早く実

現してよかったと皆さん思えるものができると思います。 

 ただ、一方、なかなか新しくならない学校に関しての記述も第6章にはありますけ

れども、やはり一校一校丁寧に検討していただくということはもちろんではありま

すけれども、全体としては速やかに、いろいろなところを工夫してきちんと丁寧に

意見は聞きますけれども、できるだけ1年、2年早く進めていただくということで、

全体としてやはり教育環境に差がある状態をなるべく早めに解消していただければ

と思います。 

それでもやはりなかなか改築できないところに関して、どうせ建て替えるんだか

らといって、何もしないのではなくて、やはりある程度の維持管理はきちんと整備

していたければと思います。 

佐藤会長  丹間委員、お願いします。 

丹間委員  審議会としては通算19回、検討部会としても12回を開催してきました。その間に

学校の視察であるとか、また、委員が実際の通学路を歩いたり、バスに乗ったりとい

うこともしてきました。本当に力を入れて丁寧に審議を進めてきたという意味では、

答申というのが一つのゴールのように思えてしまうかもしれません。 

しかし、町田市にとってみれば、これはゴールではなくて大きなスタートなんだ

ということです。教育委員会にはぜひ、これまでも審議を全面的にサポートしてい

ただきましたけれども、これから実現に向けてスタートを切ったうえでしっかりと

取り組んでいっていただきたいというのが思いとしてあります。 

その期間が20年間ということですので、私としましては、ぜひこの町田の学校づ

くりの姿を今後もしっかりと見守っていきたいと考えています。 

 また、教育というのは、すぐに結果が出るものではありません。先ほど少し前の議

論のところで、遠藤委員が未来に向かって何を残していくのかということを、町田

っ子の先輩としての視点でお話しいただいて、本当にそうだなと思ったんです。ま

た、第３回や前回の審議会で佐藤会長が義務教育である小学校、中学校、特に小学校

は学びの原風景、原初体験だということをおっしゃっていました。そういう意味で



 20 

は、この新たな町田の小学校、中学校を原点にして育った子どもたちがどんな市民

になっていくのか、町田っ子の未来の姿もぜひ今後もずっと見守り続けていきたい

と考えています。 

佐藤会長  ありがとうございました。安達副会長がちょうどお戻りになられました。ぜひ最

後のご意見をいただければと思います。 

安達副会長  中座して大変申し訳ございませんでした。語れば切りがないんですけれども、本

当にすばらしい委員の方々とこれだけ、10年、20年後の教育環境に関しまして議論

を交わさせていただきましたことを、非常に私もありがたい、いい経験をさせても

らったなと思っております。 

 ただ、審議会での私の発言はかなり的を射ず雑駁な形にもなったんじゃないかと、

私自身は終わった後で夜寝る前に考えていました。そうすると、夜中に寝られなく

なったこともありますけれども、おいっこ、めいっこの学校の先生をやっている子

にも電話等をしまして色々と聞いたりしましたけれども、やっぱり私は教育の中身

に関しては不得意だとよく分かりました。 

そこで、一町内会としての立場から見させていただきましたら、子どもの見守り

とか安全に関して、統廃合ということ対して皆さんかなり過敏になっているんじゃ

ないか、そのようにも感じておりました。そして、まだコロナ禍の中ですので、防

災、災害に対しての学校の体育館等、あるいは教室等を開けてもらって避難する施

設をどうするか、町内会としてもまとめていかなきゃいけないんじゃないか、避け

ては通れないところだと思っております。 

 今後、こういった形で本当にすばらしい方々と議論を交わす機会がありましたら、

私は何を差し置いても参加させていただきたい、このように思っております。 

最後に、佐藤会長が毎回の審議会ですばらしいまとめをしていただきましたこと

と、丹間委員がそれぞれの委員の発言を総合的にきれいにまとめていただいてご発

言いただいたこともあって、すばらしい答申ができ上がったんじゃないかと思って

います。私も教育に関してはまるきりの素人ではありますが、まだまだこれからい

ろんな問題や改善しなきゃいけないものを検討する時期がくると思います。そうい

った形のときは、検討会、検討部会でもいいでしょうけれども、ご要請があればいつ

でも参集したい、そのように思っております。本当に長い間、ありがとうございまし

た。 

佐藤会長  今、委員の皆様から、本当に心のこもったお言葉がありました。教育委員会におか

れましては、ぜひ推進計画の策定に当たってはこの思いを中に入れ込んでいただけ

れば幸いだと思います。 

 

11 閉会 

佐藤会長  以上で本日の次第及び本審議会での検討は全て終了いたしました。 

 最後に、私からお話をさせていただきたいと思います。 

 2019年度は、2019年8月27日に審議会が設置されてから2020年1月24日ま

で6回にわたって、「町田市立学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方」の調査
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審議を行い、答申をしました。その答申に基づき、教育委員会では2020年3月に基

本的な考え方を策定しました。その2019年度の審議会では、前小川小学校長の中田

先生に委員としてご参加いただき、多大なるご尽力を賜りました。 

 そして、2020年度においては新型コロナウイルス感染症などの様々な状況がご

ざいましたが、校長先生を退任された中田先生に替わりまして、南つくし野小学校

の武藤校長先生に委員としてご参加をいただき、2020年5月11日に「まちだの新

たな学校づくり審議会」を設置し、審議会13回、町田市立学校の新たな通学区域の

あり方検討部会2回、町田市立学校の新たな学校づくりのあり方検討部会10回開催

し、答申をまとめてきました。 

 本審議会のように公益性の強い審議では、市民、また市民を含めたステークホル

ダーの皆様からの様々な意見や考え方を踏まえて、個人的な思惑や偏向を排し、学

校が持つ本源的かつ多様な公的機能に十分配慮しながら議論を進めなければなりま

せん。このこともあって、私たちが最も大切にして審議の基本としたのは、学校教育

の受益者である児童・生徒、保護者、そして直接学校教育に携わっている教員、そし

て、多くの市民が積極的に参加していただいたアンケートの結果でした。 

その理由は、10年後、20年後を見据えて、地域とともに歩む学校づくり、町田市

の場合は地域の人々に支えられた、答申のサブタイトルにもありますように、夢や

志をもち、未来を切り拓く町田っ子を育てることを第一義とする、適正規模・適正配

置を実現することにあったからであります。 

 このスタンスは、2020年度に開始した「まちだの新たな学校づくりの審議会」に

おいても踏襲したところであります。委員全員がこの認識では一致しておりました。

この認識があったからこそ、本審議会は、各地域から頂いた要望書も住民の大切な

意見とし、大切な検討課題と捉え再考を施しながら、全委員が通算で19回の審議会

を1度として休むことなく、将来の町田市の教育環境の充実のために真摯に向き合

い、慎重な議論を重ね、このたび答申としてまとめることができたのであります。 

この答申が10年、20年後に夢と志をもち、未来を切り拓く町田っ子を育てるため

に貢献できますならば、私たちの本望であり、大いなる喜びとするところです。 

 最後に、希望に満ちた町田市の発展を願い、また、審議の活発化と進化のために昼

夜を分かたず資料の作成、準備、連絡等でご尽力いただいた教育総務課の皆様をは

じめ、関係されたスタッフの皆様に心より御礼申し上げたいと思います。ありがと

うございました。 

 以上をもって、第13回まちだの新たな学校づくり審議会を終了します。皆様、長

きにわたりありがとうございました。 


